
【保護者の方が属する支部ごとの地区について】※全ての保護者の方が属します

■第一支部 川口・鳩ケ谷・蕨・戸田・東京都区内

■第二支部 さいたま市（浦和区・緑区・桜区・南区）

■第三支部 さいたま市（大宮区・中央区・見沼区・西区・北区）
高崎線沿線・北足立郡・北埼玉郡
朝霞地区（東武東上線沿線）・入間地区（西部線沿線）
県外（東京、千葉を除く）・東京都区外

■第四支部 さいたま市（岩槻区）・加須宇都宮線沿線・千葉県
春日部・越谷・草加・蓮田・幸手・久喜・加須・三郷・八潮・吉川・松伏
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